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震災の概要

○発生日時 平成23年3月11日(金） 14時46分頃
○震央地名 三陸沖（北緯38.1度、東経142.5度）
○規模 マグニチュード9.0
○市内震度 震度6強 宮城野区

震度6弱 青葉区、若林区、泉区
震度5強 太白区

○津波 3月11日14時49分 太平洋沿岸に大津波警報発令
津波の高さ 仙台港 7.2ｍ（推定値）
（地震発生後、約1時間後に津波（第一波）到達）

沿岸部の津波被害（若林区三本塚付近）

浸⽔⾯積：4,523ha

東日本大震災の概要

≪死者≫

【仙台市内で死亡が確認された方】

908名 （男性502名 女性406名）

【仙台市民】

987名 （男性547名 女性440名）

≪行方不明≫

30名 （男性17名 女性13名）

≪負傷者≫

2,275名

仙台市内

全壊 30,034棟

大規模半壊 27,016棟

半壊 82,593棟

一部損壊 116,046棟

市内の被害状況と震災廃棄物の処理

◆人的被害（平成25年9月30日現在） ◆建物被害（平成25年9月8日現在）

◆震災廃棄物の処理

○平成25年12月に処理完了
○がれき搬入場「宮城野区蒲生，若林区荒浜・井土の3箇所
（約100ha）」の原状復旧は平成26年3月15日に完了

震災廃棄物処理量

区 分 処理量
リサイクル

率

がれき 137万トン 72％

津波堆積物 135万トン 96％

合 計 272万トン 84％

東日本大震災の概要
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再生処理し、搬
入場内に一時保管
している津波堆積
物・コンクリートがら
などは、東部沿岸
地区の復旧・復興
事業（防災林・海岸
公園・かさ上げ道
路）に活用

丘陵部の宅地被害（青葉区西花苑地区）

宅地被害：5,728宅地



①

③

②

④

＜浸水被害区域状況＞
区域内人口 22,021人
区域内世帯数 8,110世帯
土地面積 4,523ha

仙台若林JCT

仙台南部道路
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浸水被害状況図

２．津波防災対策

浸水被害の状況

仙台東IC

宮城野区岡田

若林区三本塚

岡田

三本塚

東日本大震災の概要
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家屋流出
（1階天井まで浸水した地域）

床上1m以上の浸水
（がれきが建物内に流入した地域）

床上浸水した地域

床下浸水した地域

※現地調査に基づき地域を設定

①

②

③

④

平成２６年３月末時点の仙台市発注工事（随意契約を除く）における入札不調・不落件数は、開札件数１，０４２件
に対し、３１４件で入札不調等発生率３０％（前年同期３４％）となっており、主な内訳として土木工事４４％（同５
０％）、舗装工事２２％（同２６％）、建築工事２９％（同１２％）と、前年度と比較し若干減少しているが、依然として土
木工事で高い数値を示しているほか、建築工事（改修、修繕）の不調率上昇が目立つ。
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仙台市発注工事における入札不調等の状況
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仙台市発注工事（随意契約を除く）では、１億円未満の工事において、高い入札不調等発生率を示しており、また、
入札不調・不落となった３１４件のうち、２６３件の約８４％が３，０００万円未満の小額工事に集中している。

＜入札不調等が発生した場合対応＞

入札不調となった場合は、案件毎の規模・内容等を考慮し、地域要件の拡大や更なるロットの大型化、指名競争や
随意契約に移行するなど入札方式の見直しを実施
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平成２５年度の入札不調等発生率は３０％（※全工種、随意契約を除く。）
～再発注など、繰り返し発注の結果～

平成２６年３月末時点では、実工事件数：９１４件に対し、契約済工事件数：８３９件、未契約件数：７５件で
実契約率：９１．８％、実不調率：８．２％ （随意契約も含む。）

仙台市発注工事における入札不調等の特徴

5

＜予定価格の適切な算定＞

（1）復興ＪＶ制度の創設（平成24年4月23日運用）

（2）一人の専任の主任技術者が管理できる近接工事等の明確化（平成24年5月1日運用）

（6）発注ロットの拡大を踏まえた間接工事費の算出（平成24年7月2日運用、同年12月20日拡大）

（5）急激な物価変動に伴う請負代金額の変更【インフレスライド条項】（平成24年3月2日運用）

（参考）被災地以外からの労働者の確保に要する追加費用への対応（平成24年3月1日運用→平成26年2月3日廃止）
（9）宿泊等に係る間接費（共通費）の実績変更の運用【※建築・設備は独自対策】

（平成24年11月1日[土木]、平成25年2月1日[建築・設備]運用開始）

（4）実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の設定（平成24年2月、6月改定）

（7）契約締結時点における設計単価変更の運用【独自対策】（平成24年8月20日運用）

これまでの施工確保対策（～平成24年度）

（8）建設資材の遠隔地からの調達に伴う設計変更の導入（平成24年10月1日運用）

（3）現場代理人の兼務（平成23年6月20日運用、平成24年5月1日拡大）

＜技術者等の確保＞

6※ は、積算システムの機能を改良した施工確保対策



＜技術者等の確保＞

①一人の専任の主任技術者が管理できる近接工事等の明確化（平成24年5月1日運用）
➢自動車で通行可能な工事区間相互の距離が10km程度の現場において、一人の専任の主任技術者が二つの現場
を管理することを可能とした。（平成25年10月1日より、工事相互区間の距離を５kmから10kmに拡大）

新たな施工確保対策（平成25年4月以降）

➌実勢価格を反映した公共工事設計労務単価の設定（平成25年4月、平成26年2月改定）

④被災地で使用する建設機械の機械損料補正（平成25年7月1日適用、平成26年4月1日改定）

⑤東日本大震災の被災地で使用する積算基準＜復興歩掛＞（平成25年10月1日適用、平成26年4月1日改定）

②着手指定日を指定した工事の配置技術者の配置要件の緩和（平成25年8月30日運用）
➢着手指定日において、他の工事現場に配置技術者として配置されていなければ、入札公告における配置技術者
の配置要件として認めることとした。

＜予定価格の適切な算定＞

⑥労働者宿舎設置の積算方法等の試行（平成25年11月1日運用）【※建築・設備は独自対策】

⑦土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い（平成25年12月3日運用）

➑東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行＜復興係数＞（平成26年2月3日適用）

➒工事請負契約書第25条第5項の運用の簡素化の試行＜単品スライドの簡素化＞（平成26年2月3日運用）

※黒丸数字：平成26年2月以降、国から示された「新たな施工確保対策」 7

（１）労務単価の月内更新機能

（２）工事請負契約書第25条6項(インフレスライド)対応機能

（３）本附帯20本の対応機能

（４）施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算機能

（５）契約保証費対象額固定処理機能（契約時設計単価変更に対応した機能）

（６）労働者確保に要する間接費の設計変更対応機能

（７）被災地で使用する建設機械の機械損料補正機能

（８）東日本大震災の被災地で適用する積算基準（復興歩掛）

（９）東日本大震災の被災地で適用する積算方法（復興係数）

Web版積算システム（JACIC）の機能改良

8



公共工事設計労務単価の概要

請負工事費

消費税相当額

工事価格

一般管理費等

工事原価

間接工事費

共通仮設費

現場管理費

直接工事費 【歩掛×単価】

労務単価

資材単価
機械経費

歩掛（数量） ×

予定価格の積算体系

○性格：公共工事の予定価格の積算用単価（国、地方公共団体、独法等が積算に利用）
※個々の契約（下請契約における労務単価や雇用契約における労働者への支払い賃金）を拘束するものではない。

○設定：毎年１０月、国、都道府県、政令市等発注の公共工事に従事する建設労働者（約２０万人）の賃金支払い実態
を調査し、取引の実例価格として年１回設定。

○ 岩手県・宮城県・福島県における公共工事設計労務単価

被災地において労務単価の急激な変動が見られ、現在の公共工事設計労務単価が「取引の実例価格」と言え

ない状況が発生していること、被災三県において不調・不落が多発しており、労務単価の見直しが求められてい

ることから、建設企業への調査や統計調査の結果等（現時点で得られる被災地の労務費の実態を表わす調査す

べて）を活用した最新月への補正係数を算出し、現在の設計労務単価に乗じて補正した単価を設定する。

実勢価格を反映した労務単価の設定

（１）労務単価の月内更新機能

○平成２４年２月２０日、○平成２４年６月２１日改定、○平成２５年４月１日改定
○平成２６年２月１日改定≪Ｈ２４年度比：＋３１．２％（被災三県単純平均）≫
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労働者不足に伴う労務費の高騰に対応するため、毎年４月に改定される公共工事設計労務単価が、月の
途中で改定された。

これに対応するため、月2回まで労務単価の更新を可能とする機能改良をした。

※例えば、2世代目の適用日が2012年6月21日だった場合、6月1日～20日の設計書は1世代目、
6月21～30日の設計書は2世代目の労務単価を使用できるようにした。

●機能概要

適用年労務単価改訂例

2012年4月改定 1世代目 2012年4月1日適用

2012年6月21日改定 ２世代目 2012年6月21日適用

単価使用年月

2012年5月1～31日 「２世代目」を使用しない

2012年6月1～20日 「２世代目」を使用しない

2012年6月21～30日 「２世代目」を使用する

2012年7月1～31日 「２世代目」を使用しない
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（１）労務単価の月内更新機能



※「入力必須」画面、「属性変更（計算条件）」画面、「請負額、スライド基準日入力」画面の単価使用年月に
２世代目のチェックボックスを追加した。

※単価使用年月で「２世代目」をチェックすることにより、指定した年月の２世代目の労務単価が採用される。

※チェックしていない状態を初期値とする。

※入力必須の設定は属性変更に引き継がれる。

＜入力必須画面＞
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（１）労務単価の月内更新機能

＜属性変更（工種体系・設計内訳書、計算条件）画面＞ ＜請負額、スライド基準日入力画面＞
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（１）労務単価の月内更新機能



項目
全体スライド

（契約書第25条第1項から第4項）

単品スライド

（契約書第25条第5項）

インフレスライド

（契約書第25条第6項）

適用対象工事

工期が12ヶ月を超える工事

但し，残工期が2ヶ月以上ある工
事

すべての工事 すべての工事

但し，残工期が2ヶ月以上ある工
事

条項の趣旨
比較的緩やかな価格水準の変動
に対応する措置

特定の資材価格の急激な変動に
対応する措置

急激な価格水準の変動に対応す
る措置

請負額変更

の方法

対象
請負契約締結の日から12ヶ月経
過後の残工事量に対する資材，労
務単価等

部分払いを行った出来高部分を除
く全ての資材（鋼材類，燃料油類
等）

被災三県において，賃金水準の変
更がなされた日以降の残工事量
に対する資材，労務単価等

受注者

の負担

残工事費の１．５％ 対象工事費の１．０％

（但し，全体スライド又はインフレス
ライドと併用の場合，全体スライド
又はインフレスライド適用期間に
おける負担はなし）

残工事費の１．０％

（29条「天災不可抗力条項」に準拠
し，建設業者の経営上最小限度必
要な利益まで損なわないよう定め
られた「1％」を採用）

再スライド

可能

（全体スライド又はインフレスライド
適用後，12ヶ月経過後に適用可
能）

なし

（部分払いを行った出来高部分を
除いた工期内全ての資材を対象
に，精算変更契約後にスライド額
を算出するため，再スライドの必
要がない）

可能

（被災三県において，賃金水準の
変更がなされる都度，適用可能）

これまでの事例
ほぼ経年的にあり 平成20年に運用通知 昭和49年に運用通知

（第1次石油危機当時）

●価格変動が通常合理的な範囲内である場合には、請負契約であることからリスクは受注者が負担
●価格変動が通常合理的な範囲を超える場合には、受注者のみのリスク負担は不適切

（２）工事請負契約書第25条第６項＜インフレスライド＞

インフレスライド条項（平成２４年３月２日より運用開始）
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予期することのできない特別の事情により、工期内において急激なインフレ－ション又はデフレーションが生じ、
請負代金額が著しく不適当となったとき、発注者又は受注者は、請負代金額の変更を請求することができる。

従来の工事請負契約書 第25条1項の全体スライド機能に加えて工事請負契約書第25条6項（インフレスライド
条項）に対応するとともに、本附帯工事、複数回(5回)スライドにも対応した。

●機能概要

※「請負額、スライド基準日入力」画面で「契約書第25条6項」
を選択することにより適用する。

＜請負額、スライド基準日入力画面＞

（２）工事請負契約書第25条第６項＜インフレスライド＞
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※25条1項と25条6項では、スライド額算出式が異なる。

≪増額スライドの場合≫

〔25条第1項〕
S=［P2－P1－（P1×15／1000）］ ×請負比率

〔25条第6項〕
S=［P2×請負比率－P1×請負比率－（P1×請負比率×1／100）］

S ： スライド額
P1 ： 設計金額から出来高金額に相当する設計書金額を控除した額

（スライド前残金額）
P2 ： 変動後の賃金または物価を基礎として算出したP1に相当する額

（スライド後残金額）



スライド額の確認方法 ⇒ 「25条6項協議対象金額」帳票で確認することを可能とした。

＜２５条６項協議対象金額帳票＞

スライド額

S＝[P2×請負比率-P1×請負比率-(P1×請負比率×1/100)]

＝[8,843,532-8,414,101-(8,414,101×1/100)] ＝ 345,290円

≒ 345,000円

（２）工事請負契約書第25条第６項＜インフレスライド＞
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災害復旧などの工事発注にあたっては、複数の査定箇所の現場を一つの工事として括り、「発注ロットの大型化」
を図る必要性があった。

このため、従来、最大5本までとしていた「本附帯工事本数」を最大20本まで作成可能する機能改良をした。

※「事業区分・工事区分設定」画面の「追加」
ボタンをクリックすることにより、本附帯工事
を追加する。

※略称部分に施工箇所名等入力することが
可能である。

＜事業区分・工事区分設定画面＞

●機能概要

（３）本附帯20本の対応機能

16



○施工箇所が点在する工事については、建設機械を複数箇所に運搬する費用や複数箇所の交通規制等がそれ
ぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が生じることが考えられるため、施工箇所が複
数ある工事については、工事施工箇所間の距離が１００ｍを越える場合、施工箇所ごとに間接工事費（共通仮
設費、現場管理費）の算出を可能とした。

（平成２４年７月２日より「東日本大震災の復旧・復興事業」を対象に運用開始

⇒ 平成２４年１２月２０日から「一般事業」や「その他災害復旧事業」も対象とする適用範囲の拡大）

Ａ工区

○通常の積算方法

直接工事費

Ｂ工区 Ｃ工区

【工事価格】

Ａ工区

○施工箇所が点在する工事の算出方法

直接工事費

Ｂ工区 Ｃ工区

間接工事費①

【工事価格】

間接工事費②

間接工事費

※直接工事費の総額に間接費率を掛けて計上 ※複数の施工箇所毎に間接費を計上

間接工事費

施工箇所①

施工箇所②

（４）施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算機能
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●機能概要

従来の本附帯工事の機能には適用していなかった、施工箇所が点在する(工事と工事の施工個所が100m以上
離れている)規模の小さな工事を一つの工事として積算方法する場合、工事箇所ごとに共通仮設費（率分）、イメー
ジアップ経費（率分）、現場管理費、工場管理費を算出し、一般管理費は、従来通り本附帯合算の率分で算出し、
本附帯別に按分する機能改良をした。

（４）施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算機能
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【工事箇所】 Ａ工区 Ｂ工区 Ｃ工区 Ｄ工区 Ｅ工区

【共通仮設費】 （Ａ）単独 （Ｂ）単独 Ｅ単独

【現場管理費】 （Ａ）単独 （Ｂ）単独 Ｅ単独

【一般管理費等】

（Ｃ，Ｄ）一体

（Ｃ，Ｄ）一体

（Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄ，Ｅ）一体

100mを
越える

100mを
越える

100mを
越える

100m以内

施工箇所① 施工箇所② 施工箇所③ 施工箇所④

≪イメージ図≫



間接費 本附帯合算 本附帯個別

共通仮設費（率分） 本附帯合算の対象額より率分を
算出

本附帯個別の対象額より本附
帯合算の率分を按分

イメージアップ経費（率分）

現場管理費

一般管理費等

★施工箇所が点在しない工事（従来）の積算方法を適用した場合の間接費算定方法

間接費 本附帯合算 本附帯個別

共通仮設費（率分） 本附帯個別の合計 本附帯個別の対象額より率分
を算出

イメージアップ経費（率分）

現場管理費

一般管理費等 本附帯合算の対象額より率分を
算出

本附帯個別の対象額より本附
帯合算の率分を按分

★施工箇所が点在する工事の積算方法を適用した場合の間接費算出方法

（４）施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算機能
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※施工箇所が点在する工事の適用は、「事業
区分・工事区分設定」画 面より「施工箇所が
点在する工事の積算方法を適用する」をチェ
ックする。

＜事業区分・工事区分設定画面＞

（４）施工箇所が点在する工事の間接工事費の積算機能
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＜設計内訳書帳票＞

※施工箇所が点在する工事の積算方法を適用した場合、「設計
内訳書」帳票、「工事数量総括表」帳票の左下に「施工箇所が
点在する工事積算方法の試行対象工事」と出力する。



（５）契約保証費対象額固定処理機能

◆物価資料の市場調査から入札参加者の応札額算定までのイメージ図【従来】

公告

（図－１）

◆物価資料の市場調査から入札参加者の応札額算定までのイメージ図【運用】

公告

（図－２）

11月 12月

単価適用[設計単価]
（８月単価）

（実勢価格）
調査期間

物価資料発刊
（７月号）

9月 10月

　　　　官積算

　　（実勢価格）
　　　調査期間

5月 6月 7月 8月

入札・契約

契約時点の仙台市単価等
で契約変更
（９月単価）

5月 6月 7月 8月

物価資料発刊
（９月号）
　　　 単価適用・通知
　　　　　（９月単価）

12月

入札・契約

9月 10月 11月

　　　　官積算

○従来は・・・。
これまでの設計単価は入札公告又は指

名通知行なう月の仙台市単価等を採用す
るため、１ヶ月前の物価資料を用いて単価
策定しており、物価資料の市場調査と入札
参加者の応札額算定時期にタイムラグが
生じていた。（図－１）
○運用（平成２４年８月２０日より運用開始）

物価資料の発刊月を適用単価月とする
よう改定作業を実施し、当初契約締結後に
受注者との協議により、契約時点の仙台
市単価等で設計変更（契約変更）すること
で、タイムラグを解消する。（図－２）

○対象は、労務・資材単価、市場単価及
び機械賃料等全ての単価とする。物価
資料から採用した単価も対象とする。
ただし、見積り及び特別調査は基本的に
は対象としないが、必要に応じて対象と
することができる。
○契約担当課持込月時点の単価を用い
て当初積算することを原則（持込が月初
めなどの場合は前月単価を使用）とし、
入札参加者に対し、何月の単価を使用し
ているか明示する。

≪契約締結時点における設計単価変更の運用≫
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●機能概要

特定の資材等の価格が短期間に高騰し、積算時点で設定している設計単価と工事請負契約時点での資材価格
に差が生じた場合、当初契約締結後に単価年月を変更して設計単価を変更することができる運用を開始した。

これに対応するため、当初設計時の設計書データを利用し、単価使用年月を変更しても一般管理費の契約保証
費対象額が変更されないように固定する機能改良をした。

（５）契約保証費対象額固定処理機能

22

＜間接費画面の一般管理費タブ＞

右クリック

※「間接費」画面の「合算」（本附帯設計書
の場合）の「一般管理費」の「（当初一般
管理費対象額）」を右クリックし、「契約保
証費対象額固定」を選択することにより、
契約保証費対象額を固定する。



○労働者確保が逼迫し、更に地域外から労働者を確保することが想定でされるため、宿泊費や長距離通勤に要する費
用を設計変更で計上することができることとした。

●土木工事 ⇒ 平成２４年１１月１日より運用開始（※１１月１日時点で契約している工事も対象）
●建築・設備工事 ⇒ 平成２５年 ２月１日より運用開始（※   ２月１日時点で契約している工事も対象）

積算体系

共通仮設費

積み上げ分

共通仮設費

（率分）

直接工事費

間接工事費

共通仮設費

工事原価

一般管理費

現場管理費

請負工事費

工事価格

消費税相当額

営繕費
•労働者の輸送に要する費用
•宿泊費
•借上費
•倉庫及び材料補完場の営繕に要する費用、他

運搬費
準備費
事業損失防止施設費
技術管理費

以下の赤字部分を対象に設計変更

労務管理費
•募集及び解散に要する費用
•労災保険法等による給付以外に災害時には事業主が負担する費用
•賃金以外の食事、通勤等に要する費用
•慰安、娯楽及び厚生に要する費用、他

安全訓練等に要する費用

･･･

･･･

●実績変更対象間接費（積上げ）＝支出実績額－当該実績変更を考慮しない精算変更設計額における実績変更対象間接費
●支出実績額＝労働者確保に係る実績報告書の額
●当該実績変更を考慮・・・間接費＝当該実績変更を考慮しない精算変更設計額における共通仮設費（率分）又は現場管理費

×実績変更対象間接費の割合

（６）労働者確保に要する間接費の設計変更対応機能
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※「間接費」画面の「共通仮設費」タブ、ま
たは「現場管理費」タブの「実績変更対象
費（積上げ）」の右クリックメューで「実績
変更対象費（積上げ）)」画面を表示し、実
績変更対象費を入力 する。

＜間接費画面の共通仮設タブ＞

実績変更対象費(積上げ)入力

●機能概要

労働者確保に要した費用を共通仮設費及び現場管理費に、「実績変更対象費（積上げ）」として入力できる
機能を追加した。

（６）労働者確保に要する間接費の設計変更対応機能

24

「実績変更対象費（積上げ）」
右クリック

「実績変更対象費（積上げ）」
左クリック



※入力した「実績変更対象費（積上げ）」は「間接費」画面と同様に「共通仮設費内訳」、「現場管理費内訳」
帳票へも出力する。

＜共通仮設費内訳帳票＞

実績変更対象費（積上げ）

（６）労働者確保に要する間接費の設計変更対応機能
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（７）被災地で使用する建設機械の機械損料補正機能

東日本大震災の被災地で使用する建設機械は、特有の施工環境下で使用しており、標準的な施工条件での使用に
対して維持管理費が増大していることから、特定の機械損料の補正を行うこととした。

＜平成２５年７月１日以降に当初契約を締結する案件から適用※１）＞

＜対象機械＞

ブルドーザ（リッパ付ブルドーザを除く。）、バックホウ、ダンプトラック（建設専用ダンプトラックを除く。）

○補正の方法 ： 運転１時間（日）当たりの損料に１０５／１００※２）を乗ずる。

○計算式

➢運転１時間（日）当たり

換算損料（補正後）＝（運転1時間（日）当たり損料×5/100）＋（運転1時間（日）当り換算損料）

➢供用１日当たり

換算損料（補正後）＝（運転1時間（日）当たり損料×5/100×運転時間（日））＋（供用1日当たり換算損料）

注1）換算損料（補正後）は、四捨五入し、有効数字３桁とする。

注2）ダンプトラックのタイヤ損耗費には補正を乗じない。

※1 平成25年7月1日より「3％補正」で適用開始
※2 平成26年4月1日より「5％補正」に改定 26

※補正対象となる機械損料の情報並びにその補正率をマスタデータ（ＣＳＶファイル）として登録可能とする。
なお、マスタデータには、「機械損料コード」、「開始年月」、「終了年月」、「補正率（%）」、「名称」、「規格」が含まれる。

※「Mコード、単価使用年月（スライド基準日）」の情報をもとに、補正対象機械情報を検索して該当する場合、機械損料
補正処理を自動実行する 。



積算条件書（間接費補正一覧）

＜積算条件書（間接費補正一覧）帳票＞

※豪雪割増と同様に機械損料個々に補正の有無情報を画面・帳票に出力せず、「積算条件書（間接費補正
一覧）帳票」に設計書内（本附帯全体）に被災地機械損料補正を行った機械が1個でも存在する場合、「対象
機械あり」と出力する。

（７）被災地で使用する建設機械の機械損料補正機能
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※設計書内（本附帯全体）に被災地
機械損料補正を行った機械が１個
でも存在する場合、「対象機械あり」
と出力する。

※存在しない場合、「対象機械なし」
と出力する。

東日本大震災の被災３県（岩手県、宮城県、福島県）では、早期復興に向け大規模な復旧・復興事業が推進

されており、工事量の増大による資材調達不足等で、標準歩掛と施工実態とに乖離（日当り作業量の低下）が
生じている。

①土工（掘削積込～土の敷均し・締固めまでの一連作業）【３工種】
・ダンプトラック不足等による日当り作業量の低下を確認

→ 日当り作業量を１０％補正 ⇒ 平成26年4月1日より２０％補正に改定

②コンクリート工【２９工種】
・セメント供給不足等による日当り作業量の低下を確認

→ 無筋・鉄筋構造物、擁壁工などCo打設を伴う工種で日当り作業量を１０％補正

このため、被災３県（岩手県、宮城県、福島県）における施工実態の調査を実施

調査の結果、「土工」及び「コンクリート工」において、日当り作業量の低下を確認したため、関係する３２工種
について、標準歩掛の日当たり作業量を補正した復興歩掛を策定した。

（平成２５年１０月１日以降に入札公告又は指名通知を行う案件に適用）

（８）東日本大震災の被災地で適用する積算基準（復興歩掛）

◆日当り作業量の補正内容

28



道路工事や河川工事で行われる、バックホウによる土砂の掘削積み込み及びダンプトラックで運搬された土砂の、敷
均し締固めまでの一連の土工作業。

作業内容作業内容

補正内容補正内容

被災３県における土工作業について、ダンプトラック不足等を要因とした、日当り作業量の低下が確認されたた
め、一連の作業について日当り作業量を１０％（Ｈ26.4.1からは２０％）低減させる。

施工フロー施工フロー

日当り施工量の補正対象としているのは、□部分のみである。

対象工種対象工種

下記に示す３工種が対象

機
械
搬
入

掘
削
作
業

積
込
作
業

運
搬
作
業

敷
均
し
作
業

締
固
め
作
業

機
械
搬
出

番号 工種名

1 機械土工（土砂・超ロングアームバックホウ土工）

2 土の敷均し締固め工

3 土工(砂防)

復興歩掛＜土工関連工種概要＞
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土木構造物の施工にかかる、コンクリート打設作業
全般

作業内容作業内容

補正内容補正内容

被災３県におけるｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業について、ｺﾝｸﾘｰﾄ供給不足等を要因とした、日当り作業量の低下が確認され
たため、一連の作業について日当り作業量を１０％低減させる。

施工フロー施工フロー

日当り施工量の補正対象としているのは、□部分のみである。

対象工種対象工種

下記に示す、２９工種が対象

Co打設 締固め 養生

打
設
準
備

打

設

締
固
め

表
面
仕
上

養

生

番号 工種名
１ コンクリート法枠工
２ コンクリートブロック積工
３ コンクリートブロック張工
４ 緑化ブロック積工
５ 現場打擁壁工
６ 排水構造物工
７ 発泡スチロールを用いた超軽量盛土工
８ 函渠工（構造物単位）
９ 鋼管矢板基礎工

１０ コンクリート工
１１ 消波根固めブロック工
１２ 消 波 工
１３ 護岸基礎ブロック工
１４ コンクリート工（砂防）
１５ コンクリート舗装工
１６ ローラ転圧コンクリート舗装工（RCCP工）
１７ 橋梁補強工
１８ 橋梁地覆補修工
１９ 共同溝工
２０ 橋台・橋脚工
２１ 鋼橋床版工
２２ ポストテンション桁製作工
２３ ＰＣ橋架設工
２４ ポストテンション場所打ホロースラブ橋工
２５ ポストテンション場所打箱桁橋工
２６ ＲＣ場所打ホロースラブ橋工
２７ ＰＣ橋片持架設工
２８ 石積（張）工
２９ プレビーム桁製作工（現場）

復興歩掛＜コンクリート工関連工種概要＞
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被災地での工事の実態

工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足により、作業効率の低下が生じており、直接工事費だけでなく、間
接工事費（共通仮設費および現場管理費）についても現場の実支出が増大している。

上記の結果、積算額と支出実態とが乖離し、入札不調・不落が頻発

実態調査に基づき、間接費の割り増しを行う「復興係数」を導入

「土木工事標準積算基準書」等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費

率に、それぞれ以下の補正係数を乗じる。※２、３）

共通仮設費：１．５ 現場管理費：１．２
※２ 補正対象となる、共通仮設費率、現場管理費率は、施工地域補正等を考慮した値とする。

※３ 現場管理費の補正にあたっては、共通仮設費の補正を踏まえた現場管理費対象額における現場管理

費率を補正する。

対象工事

平成２６年２月３日以降に当初契約を締結する工事等※１）

※１ 土木工事標準積算基準書（これに準じた積算基準書含む。）の間接工事費率（共通仮設費率及び現場

管理費率）を適用し予定価格を算出する工事若しくは工事に準ずる業務委託

補正方法

（９）東日本大震災の被災地で適用する積算方法（復興係数）
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●機能概要

東日本大震災の被災3県（岩手県、宮城県、福島県）において、作業効率低下等により、現場の実支出が
増大し、積算基準による積算と乖離が生じている。

これに対応するため、土木工事標準積算基準により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費
率(率分)、及び現場管理費率に、それぞれ補正係数を乗じるようにした。

※復興係数補正を適用する場合は、「間
接費」画面から「間接費率補正」画面を
表示し、「復興係数補正」をチェックす

る。

＜間接費率補正画面＞

※初期値は適用となっている。

※なお、「復興係数補正」対応機能の適
用により「被災地以外からの労働者確
保に要する追加費用」対応機能は、廃
止とした。

（９）東日本大震災の被災地で適用する積算方法（復興係数）
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※工種には関係なく、共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じるものとする。

間接工事費 補正係数

共通仮設費 １．５

現場管理費 １．２

※施工箇所が点在する工事の積算方法
を適用している場合、本附帯個別の設
定となる。

※「復興係数補正」をチェックした場合、
「間接費」画面に「復興係数補正 あり」
と表示される。

＜間接費画面＞

（９）東日本大震災の被災地で適用する積算方法（復興係数）
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補正後率 復興係数補正 あり

※共通仮設費内訳帳票、現場管理費内訳帳票等、帳票の「補正後率」の行にも「復興係数補正あり」と出力される。

＜共通仮設費内訳 帳票＞

（９）東日本大震災の被災地で適用する積算方法（復興係数）
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率（補正後） 復興係数補正 あり



１．震災の概要と復興の状況

25年度 平成26年度 27年度
震災廃棄物
等の処理

集団移転

宅地復旧
復興公営
住宅

公共事業
による

3200⼾整備完了661⼾供給開始

２割完了 ８割完了 全地区完了

全⼾募集開始

約200宅地供給 移転先造成完了約540宅地を供給

【処理量272万トン リサイクル率84％】

完了

最後に･･･。（復興の進捗状況）
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